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１-１ 地方財政計画・地方債計画・財投計画の関係（令和７年度当初）

一般行政経費 
45.6

地方財政計画
97.1兆円

地方交付税
19.0

地方特例交付金 0.2

地方税・
地方譲与税

48.4

国庫支出金
17.2

その他 6.3

地方債計画
9.1兆円

普通会計分／
公営企業会計等分

公営企業会計等分
3.1

資金区分

普通会計分
6.0

地方公共団体
金融機構資金 

1.6

財政融資資金
2.3

市場公募
3.3

銀行等引受
2.0

財政投融資計画
12.2兆円

国際協力機構 1.9

国際協力銀行 1.5

その他 3.4

地方債 6.0

日本政策金融公庫
3.2

•  各省の事業や経済情勢を踏まえた地方
財政全体の見通し。

•  歳入・歳出に収支不足が発生する場合、
一般会計加算や臨時財政対策債の発行
等の「地方財政対策」を講じる。

•  地方の資金需要や国庫補助事業の動向等を
踏まえ、事業毎の計画額を策定。

•  近年の事業毎の配分率（地方
公 共 団 体の 財 政 融 資 資 金に
対する需要動向）等を踏まえ、
事業毎に財政融資資金の計画
額を決定。

給与関係経費 
21.0

歳入歳出

投資的経費
 12.1

公債費 10.7

その他 7.6

（注１） 計数はそれぞれ四捨五入しているので、合計において一致しない場合がある。
（注２） 令和7年度は臨時財政対策債の新規発行が予定されていない。

地方公共団体 2.3
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●通常収支分
総額は９兆９０３億円となり、前年度に比べて１,２８１億円、１.４％の減となっている。
このうち、普通会計分は５兆９,６２０億円で、前年度に比べて３,４８３億円、５.５％の減、公営企業会計等分は

３兆１,２８３億円で、前年度に比べて２,２０２億円、７.６％の増となっている。

〇緊急自然災害防止対策事業の推進 【財政融資資金７００億円】
地方公共団体が、緊急に自然災害を防止するための社会基盤の整備に取り組んでいけるよう、４,０００億円を計上

している。

〇公共施設等の適正管理の推進 【財政融資資金１００億円】
地方公共団体が、公共施設等の適正管理に積極的に取り組んでいけるよう、公共施設等適正管理推進事業において、

集約化・複合化に係る事業の対象を拡充（集約化・複合化等に伴う施設の除却）することとし、４,５００億円（前年度
に比べて１８０億円、４.２％の増）を計上している。

〇過疎対策事業の推進 【財政融資資金４,４１５億円】
人口減少や施設の老朽化を踏まえた公共施設の適正管理等を推進しつつ、過疎地域の持続的発展に資する事業を

計画的に実施できるよう、５,９００億円（前年度に比べて２００億円、３.５％の増）を計上している。

１-２ 令和７年度地方債計画の概要①

〇 引き続き厳しい地方財政の状況の下で、地方財源の不足に対処するための措置を講じ、また、地方公共
団体が緊急に実施する防災・減災対策、公共施設等の適正管理、地域の脱炭素化、こども・子育て支援、
自治体ＤＸ・地域社会ＤＸの推進、地域の活性化への取組等を着実に推進できるよう、所要の地方債資金
の確保を図ることとするとともに、東日本大震災に関連する事業を円滑に推進できるよう、所要額についてその
全額を公的資金で確保を図ることとして、通常収支分、東日本大震災分のそれぞれについて策定している。
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（続き）
〇地方公営企業による生活関連社会資本の整備の推進

地方公営企業による住民生活に密接に関連した社会資本の整備を着実に推進するため、防災対策や脱炭素化の取組
及び事業の実施状況等を踏まえ、所要額を計上している。

〇地方債資金の確保
公的資金については、前年度と同程度の割合（全体の４２.６％）を確保している。また、民間等資金については、

その円滑な調達を図るため、共同発行市場公募債としてグリーンボンドを発行するなど、市場公募地方債の発行を引き続き
推進することとしている。

〇財政融資資金の償還期間の延長
過疎対策事業のうち公共施設マネジメント特別分に限り、固定金利方式（１２年以内（うち据置３年以内））による

貸付の償還期間を、以下のとおり延長することとしている。
 ① 義務教育諸学校及び高等学校施設については、２５年以内（うち据置３年以内）。
 ② 診療施設のうち病院、診療所及び職員宿舎、下水道施設、簡易水道施設及び簡易水道施設であった水道施設、

一般廃棄物処理施設については、３０年以内（うち据置５年以内）。

１-２ 令和７年度地方債計画の概要②

● 東日本大震災分
復旧・復興事業として総額１５億円を計上している。

〇地方債資金の確保
東日本大震災分については、その所要額について全額を公的資金で確保することとしている。
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２-１ 地方債計画額（当初）の推移（資金別）

（注）「東日本大震災分」を含む。
（出典）各年度「地方債計画(当初)」

○ 地方債計画額の規模は、令和３年度においては新型コロナウイルス感染症による地方財政への影響を
受けて増加したが、令和４年度以降は再び減少傾向となっている。

○ 令和7年度において、地方債計画額に占める財政融資資金の割合は25％程度。
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36,847
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（注）「東日本大震災分」を除く。
（出典）各年度「地方債計画(当初)」

○ 財政融資資金の計画額を事業毎にみると、公共事業等債は減少傾向にある。一方で、下水道事業債や
水道事業債、教育・福祉施設等整備事業債の計画額が増加傾向にある。

○ なお、臨時財政対策債については、新型コロナウイルス感染症による影響を受けて計画額が増加した      
令和３年度を除き減少傾向にあり、令和7年度には新規発行が予定されていない。

２-２ 財政融資資金の事業毎の計画額（当初）の推移

（年度）
その他 253 
公営住宅建設事業 366 
病院事業・介護サービス事業 992 
一般単独事業 926 
災害復旧事業 1,127 

1,991 
2,916 

1,868 

3,111 3,380 

4,108 
5,282 

3,952 
3,088 

4,937 

17,086 
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辺地及び過疎対策事業

公共事業等

下水道事業

水道事業
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14.7%

4.3% 1.3%

3.5%

4.3%

0.2%

7.9%

9.7%

3.1%

18.1%

26.8%

5.9%

公共事業等

防災・減災・国土強靱化緊急

対策事業

公営住宅建設事業

災害復旧事業

教育・福祉施設等整備事業
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辺地及び過疎対策事業

水道事業

病院事業・介護サービス事業

下水道事業

臨時財政対策債

その他

２-３ 事業区分ごとの財政融資資金現在高の比較

○ 地方公共団体向け財政融資資金の年度末残高は、平成15年度末の72.5兆円をピークに減少しており、
令和6年度末には39.2兆円となっている。
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2.3%18.5%
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13.5%
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（注１）（）内の数字は、令和７年度当初計画額。 「東日本大震災分」を除く。
（注２）令和7年度は臨時財政対策債の新規発行が予定されていない。
（出典）各年度「地方債計画(当初)」

○ 国の政策と密接に関係のある分野（教育・福祉施設等整備、上下水道等）については、地方公共団体の時々の
ニーズに柔軟に対応しており、足下は、教育・福祉施設等整備事業において財政融資資金の割合が増加。

○ なお、災害復旧事業は全額を財政融資資金で引き受けている。

２-４ 事業区分ごとの地方債計画に占める財政融資資金の割合
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３ 令和8年度要求の概要

(単位：億円)

90,903 90,903 －

22,688 22,688 －

財政融資 22,688 22,688 －

68,215 68,215 －

地方公共団体金融機構 16,073 16,073 －

市場公募 32,600 32,600 －

銀行等引受 19,542 19,542 －

自己資金等

区　　分 令和8年度
要   求   額

令和7年度
当初計画額 増　減

事業計画実施に必要な資金の合計額
(財源) 財政投融資

令和8年度要求

（注）額については、令和8年度の国の予算編成の動向等を踏まえ、地方財政の状況等について検討を加え、全体として所要の修正を行うこととしている。
また、「東日本大震災分」に係る地方債計画については、東日本大震災に関連する事業を円滑に推進できるよう、所要額について、その全額を公的

資金で確保を図ることとし、別途策定するものとしている。
なお、令和7年度計画額及び令和8年度要求額は、令和7年度の「通常収支分」に係る地方債計画及び令和8年度の「通常収支分」に係る地方債

計画（案）の額であり、「東日本大震災分」を加えた令和7年度当初計画の総額及び財政融資資金の額は90,918億円及び22,699億円である。

総務省資料
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Sheet1

		

												(単位：億円、％)

		区　　分 クブン				平成２２年度　　　　要   求   額 ヘイセイネンドヨウモトムガク		平成２１年度     当初計画額 ヘイセイネンドトウショケイガガク		対前年度比 タイマエトシタビヒ

										金額 キンガク		伸率 ノリツ

		(1)財政融資 ザイセイユウシ

		(2)産業投資 サンギョウトウシ

				うち 出　資 デシ

				うち 融　資 トオルシ

		(3)政府保証 セイフホショウ

				うち 国内債 コクナイサイ

				うち 外　債 ガイサイ

		合　　　計（①） ゴウケイ





Sheet2

		

		事業計画 ジギョウケイカク										(単位：億円、％) タンイオクエン

		区　　分 クブン						平成２３年度　　　　要   求   額 ヘイセイネンドヨウモトムガク		平成２２年度      当初計画額 ヘイセイネンドトウショケイガガク		備　考 ソナエコウ

		事業計画の合計額 ジギョウケイカクゴウケイガク

		(内訳) ウチワケ





Sheet3

												(単位：億円) タンイオクエン

		区　　分 クブン						令和8年度
要   求   額 レイワネンドヨウモトムガク		令和7年度
当初計画額 レイワネンドトウショケイガガク		増　減 ゾウゲン

		事業計画実施に必要な資金の合計額 ジギョウケイカクジッシヒツヨウシキンゴウケイガク						90,903		90,903		－

		(財源) ザイゲン		財政投融資 ザイセイトウユウシ				22,688		22,688		－

						財政融資 ザイセイユウシ		22,688		22,688		－

						産業投資 サンギョウトウシ		－		－		－

						政府保証 セイフホショウ		－		－		－

				自己資金等 ジコシキントウ				68,215		68,215		－

						地方公共団体金融機構 チホウコウキョウダンタイキンユウキコウ		16,073		16,073		－

						市場公募 シジョウコウボ		32,600		32,600		－

						銀行等引受 ギンコウトウヒキウケ		19,542		19,542		－







（参考１）これまでの地方公共団体向け財政投融資要求の推移

地方債計画（案）額 うち財政融資資金 地方債計画額 うち財政融資資金

平成25年度 134,554 36,000 133,708 35,759
平成26年度 133,923 35,900 128,301 33,333
平成27年度 128,027 33,300 119,242 30,381
平成28年度 115,822 29,500 112,082 28,076
平成29年度 121,366 30,300 116,257 28,545
平成30年度 121,479 29,800 116,456 28,066
令和元年度 117,921 28,400 120,056 29,507
令和２年度 121,105 29,748 117,336 29,326
令和３年度 154,004 42,494 136,372 36,839
令和４年度 114,324 29,686 101,799 26,252
令和５年度 97,007 25,150 94,981 24,228
令和６年度 92,101 23,566 92,184 23,252
令和7年度 95,383 23,988 90,903 22,688
令和8年度 90,903 22,688

（注）「東日本大震災分」を除いた額を計上。

（単位：億円）
要求 決定

（参考）財政融資資金の実行状況（資金年度ベース）
（単位：億円）

当初計画 改定 実績
平成25年度 36,810 42,577 36,635
平成26年度 34,530 36,620 32,766
平成27年度 32,690 35,248 30,901
平成28年度 28,335 36,443 31,317
平成29年度 28,680 32,407 28,715
平成30年度 28,102 34,560 30,415
令和元年度 29,527 36,185 30,467
令和２年度 29,346 43,350 33,399
令和３年度 36,847 44,587 35,478
令和４年度 26,264 33,909 28,856
令和５年度 24,238 34,489 28,942
令和６年度 23,258 34,887 31,768

（注）1 　「東日本大震災分」を含めた額を計上。
　　　　 2 　令和6年度の実績は、翌年度繰越額を含めた額を計上。
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Sheet1

																（参考）財政融資資金の実行状況（資金年度ベース） サンコウ

										（単位：億円） タンイ オクエン												（単位：億円） タンイ オクエン

						要求				決定								当初計画 トウショ ケイカク		改定		実績

						地方債計画（案）額		うち財政融資資金		地方債計画額		うち財政融資資金				平成25年度		36,810		42,577		36,635

				平成25年度		134,554		36,000		133,708		35,759				平成26年度		34,530		36,620		32,766

				平成26年度		133,923		35,900		128,301		33,333				平成27年度		32,690		35,248		30,901

				平成27年度		128,027		33,300		119,242		30,381				平成28年度		28,335		36,443		31,317

				平成28年度		115,822		29,500		112,082		28,076				平成29年度		28,680		32,407		28,715

				平成29年度		121,366		30,300		116,257		28,545				平成30年度		28,102		34,560		30,415

				平成30年度		121,479		29,800		116,456		28,066				令和元年度		29,527		36,185		30,467

				令和元年度		117,921		28,400		120,056		29,507				令和２年度		29,346		43,350		33,399

				令和２年度		121,105		29,748		117,336		29,326				令和３年度		36,847		44,587		35,478

				令和３年度		154,004		42,494		136,372		36,839				令和４年度		26,264		33,909		28,856

				令和４年度		114,324		29,686		101,799		26,252				令和５年度		24,238		34,489		28,942

				令和５年度		97,007		25,150		94,981		24,228				令和6年度		23,258		34,887		26,687

				令和６年度		92,101		23,566		92,184		23,252				（注）1 　「東日本大震災分」を含めた額を計上。
　　　　 2 　令和6年度の実績は、翌年度繰越額を含めた額を計上。 チュウ ヒガシニホンダイシンサイブン フク ガク ケイジョウ ヨクネンド ガク フク ガク ケイジョウ

				令和7年度		95,383		23,988		90,903		22,688

				令和8年度		90,903		22,688

				（注）「東日本大震災分」を除いた額を計上。 チュウ ヒガシニホンダイシンサイブン ノゾ ガク ケイジョウ



										当初の東日本抜き トウショ ヒガシニホンヌ













【資料】月別貸付実行額

		地方向け財政融資資金月別貸付実行額（令和５年8月31日現在）

																																		（単位：億円） タンイ オクエン

		年度 ネンド				当初計画額 トウショ ケイカク ガク		改定後計画額 カイテイ ゴ ケイカクガク		4月 ガツ		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		合計 ゴウケイ

		20年度 ネンド		19年度からの繰越分 ネンド クリコシ ブン		20,599		20,599		1,331		15,191		5		39		46		69		60		58		81		76		52		3,043		20,050

				累計額 ルイケイ ガク		―		―		1,331		16,522		16,527		16,566		16,612		16,681		16,741		16,798		16,880		16,955		17,007		20,050		―

				20年度計画分 ネンド ケイカク ブン		32,400		32,400												18		53		247		393		223		444		5,864		7,242

				累計額																18		72		318		712		934		1,378		7,242		―

				合計額 ゴウケイ ガク		52,999		52,999		1,331		15,191		5		39		46		87		113		304		474		299		495		8,907		―

		21年度 ネンド		20年度からの繰越分 ネンド クリコシ ブン		20,223		20,223		1,138		15,031		4		30		43		110		98		75		85		99		69		2,912		19,693

				累計額						1,138		16,169		16,173		16,203		16,245		16,355		16,454		16,528		16,613		16,712		16,781		19,693		―

				21年度計画分 ネンド ケイカク ブン		39,340		42,640										4		12		392		480		1,089		517		1,159		8,537		12,190

				累計額														4		16		408		889		1,977		2,494		3,653		12,190		―

				合計額 ゴウケイ ガク		59,563		62,863		1,138		15,031		4		30		46		122		491		555		1,174		616		1,227		11,449		31,883

		22年度 ネンド		21年度からの繰越分 ネンド クリコシ ブン		24,513		24,513		1,200		18,409		8		24		36		62		50		110		72		63		68		3,433		23,535

				累計額						1,200		19,609		19,617		19,641		19,677		19,739		19,789		19,900		19,972		20,035		20,102		23,535		―

				22年度計画分 ネンド ケイカク ブン		43,390		45,490										3		95		779		251		1,074		1,310		1,171		9,727		14,409

				累計額														3		97		876		1,127		2,201		3,511		4,681		14,409		―

				合計額 ゴウケイ ガク		67,903		70,003		1,200		18,409		8		24		39		157		829		361		1,146		1,373		1,238		13,160		37,944

		23年度 ネンド		22年度からの繰越分 ネンド クリコシ ブン		26,270		26,270		1,517		19,936		4		27		55		49		47		49		54		70		90		3,352		25,249

				累計額						1,517		21,453		21,457		21,484		21,539		21,588		21,634		21,683		21,737		21,807		21,897		25,249		―

				23年度計画分 ネンド ケイカク ブン		37,310		46,410								7		0		3		599		515		934		664		998		9,082		12,801

				累計額												7		7		10		609		1,123		2,057		2,721		3,718		12,801		―

				合計額 ゴウケイ ガク		63,580		72,680		1,517		19,936		4		34		55		51		645		563		988		734		1,088		12,434		38,050

		24年度 ネンド		23年度からの繰越分 ネンド クリコシ ブン		25,074		25,074		1,179		18,107		8		21		67		60		72		63		58		59		89		4,152		23,934

				累計額						1,179		19,285		19,294		19,315		19,382		19,442		19,513		19,577		19,634		19,693		19,782		23,934		―

				24年度計画分 ネンド ケイカク ブン		38,870		44,738		-		-		-		-		-		9		1,536		877		1,313		548		1,254		8,282		13,819

				累計額						-		-		-		-		-		9		1,545		2,422		3,735		4,283		5,537		13,819		―

				合計額 ゴウケイ ガク		63,944		69,812		1,179		18,107		8		21		67		69		1,607		940		1,371		606		1,343		12,434		37,753

		25年度 ネンド		24年度からの繰越分 ネンド クリコシ ブン		26,369		26,369		791		17,886		6		19		18		39		48		62		99		69		68		6,159		25,266

				累計額						791		18,677		18,683		18,703		18,721		18,759		18,808		18,870		18,969		19,038		19,107		25,266		―

				25年度計画分 ネンド ケイカク ブン		36,810		42,577		-		-		-		-		3		39		1,339		628		1,077		651		1,364		8,572		13,673

				累計額						-		-		-		-		3		42		1,381		2,009		3,086		3,737		5,101		13,673		―

				合計額 ゴウケイ ガク		63,179		68,946		791		17,886		6		19		21		78		1,387		690		1,176		721		1,433		14,731		38,938

		26年度 ネンド		25年度からの繰越分 ネンド クリコシ ブン		25,417		25,417		950		15,708		8		42		53		72		44		81		83		82		76		5,764		22,962

				累計額						950		16,658		16,666		16,707		16,760		16,832		16,876		16,957		17,040		17,122		17,198		22,962		―

				26年度計画分 ネンド ケイカク ブン		34,530		36,620		-		-		-		-		3		1		827		564		974		479		1,516		7,997		12,362

				累計額						-		-		-		-		3		4		831		1,395		2,370		2,849		4,365		12,362		―

				合計額 ゴウケイ ガク		59,947		62,037		950		15,708		8		42		55		73		871		646		1,058		561		1,592		13,761		35,324

		27年度 ネンド		26年度からの繰越分 ネンド クリコシ ブン		21,463		21,463		487		15,049		8		55		25		91		54		56		72		46		95		4,364		20,404

				累計額						487		15,537		15,545		15,601		15,626		15,717		15,771		15,827		15,899		15,944		16,039		20,404		―

				27年度計画分 ネンド ケイカク ブン		32,690		35,248		-		-		-		-		2		4		478		540		895		383		1,231		7,281		10,814

				累計額						-		-		-		-		2		6		484		1,024		1,919		2,302		3,533		10,814		―

				合計額 ゴウケイ ガク		54,153		56,711		487		15,049		8		55		27		95		532		596		967		428		1,326		11,645		31,218

		28年度 ネンド		27年度からの繰越分 ネンド クリコシ ブン		21,503		21,503		732		14,873		5		36		26		61		67		41		57		45		52		4,090		20,087

				累計額						732		15,605		15,611		15,647		15,672		15,733		15,800		15,842		15,899		15,944		15,996		20,087		―

				28年度計画分 ネンド ケイカク ブン		28,335		36,443		-		-		-		-		3		5		102		577		950		373		1,179		7,185		10,373

				累計額						-		-		-		-		3		8		110		687		1,637		2,009		3,188		10,373		―

				合計額 ゴウケイ ガク		49,838		57,946		732		14,873		5		36		29		66		169		618		1,007		418		1,231		11,275		30,459

		29年度 ネンド		28年度からの繰越分 ネンド クリコシ ブン		23,812		23,812		585		13,735		5		18		15		91		55		35		58		59		49		6,240		20,944

				累計額						585		14,320		14,325		14,343		14,358		14,449		14,504		14,539		14,596		14,655		14,704		20,944		―

				29年度計画分 ネンド ケイカク ブン		28,680		32,407		-		-		-		-		4		8		323		823		1,033		450		1,163		6,915		10,720

				累計額						-		-		-		-		4		12		335		1,159		2,192		2,641		3,805		10,720		―

				合計額 ゴウケイ ガク		52,492		56,219		585		13,735		5		18		19		99		378		858		1,091		509		1,212		13,155		31,664

		30年度 ネンド		29年度からの繰越分 ネンド クリコシ ブン		19,300		19,300		597		11,950		5		5		27		66		34		27		168		75		29		5,014		17,996

				累計額						597		12,547		12,552		12,557		12,584		12,649		12,683		12,710		12,878		12,953		12,981		17,996		―

				30年度計画分 ネンド ケイカク ブン		28,102		34,560		-		-		-		-		2		5		338		571		981		351		1,049		7,153		10,449

				累計額						-		-		-		-		2		7		345		916		1,896		2,247		3,296		10,449		―

				合計額 ゴウケイ ガク		47,402		53,860		597		11,950		5		5		29		71		372		597		1,148		426		1,077		12,167		28,444

		元年度 ガン ネンド		30年度からの繰越分 ネンド クリコシ ブン		21,996		21,996		496		12,305		3		9		22		72		45		78		128		56		71		6,681		19,967

				累計額						496		12,801		12,804		12,813		12,835		12,907		12,952		13,030		13,158		13,214		13,286		19,967		―

				令和元年度計画分 レイ ワ ガン ネンド ケイカク ブン		29,527		36,185		-		-		-		-		-		5		394		731		679		305		853		6,929		9,895

				累計額						-		-		-		-		-		5		399		1,130		1,808		2,113		2,966		9,895		―

				合計額 ゴウケイ ガク		51,523		58,181		496		12,305		3		9		22		77		439		809		807		361		925		13,610		29,862

		２年度 ネンド		元年度からの繰越分 モト ネンド クリコシ ブン		23,604		23,604		439		11,784		2		6		21		39		46		44		81		91		40		7,978		20,572

				累計額						439		12,223		12,225		12,231		12,252		12,291		12,337		12,381		12,463		12,554		12,594		20,572		―

				２年度計画分 ネンド ケイカク ブン		29,346		43,350		-		-		-		-		-		120		256		991		555		320		805		6,677		9,724

				累計額						-		-		-		-		-		120		376		1,367		1,923		2,242		3,047		9,724		―

				合計額 ゴウケイ ガク		52,950		66,954		439		11,784		2		6		21		159		302		1,035		637		411		845		14,655		30,296

		３年度 ネンド		２年度からの繰越分 ネンド クリコシ ブン		28,308		28,308		439		13,523		2		12		20		84		73		76		60		48		42		9,294		23,674

				累計額						439		13,962		13,964		13,976		13,997		14,080		14,154		14,230		14,290		14,338		14,380		23,674		―

				３年度計画分 ネンド ケイカク ブン		36,847		44,587		-		-								335		1,071		1,135		885		508		1,045		8,596		13,575

				累計額						-		-		-		-		-		335		1,406		2,541		3,426		3,934		4,979		13,575		―

				合計額 ゴウケイ ガク		65,155		72,895		439		13,523		2		12		20		419		1,144		1,211		945		556		1,087		17,890		37,249

		４年度 ネンド		３年度からの繰越分 ネンド クリコシ ブン		24,419		24,419		293		12,426		5		15		12		63		36		55		39		25		31		8,904		21,903

				累計額						293		12,719		12,724		12,739		12,751		12,814		12,850		12,905		12,943		12,969		12,999		21,903		―

				４年度計画分 ネンド ケイカク ブン		26,264		33,909												102		227		329		182		177		429		5,759		7,205

				累計額						-		-		-		-		-		102		329		658		840		1,017		1,446		7,205		―

				合計額 ゴウケイ ガク		50,683		58,328		293		12,426		5		15		12		165		263		383		220		202		459		14,663		29,108

		５年度 ネンド		４年度からの繰越分 ネンド クリコシ ブン		24,212		24,212		381		11,623		9		13		18		62		40		34		62		40		61		9,308		21,651

				累計額						381		12,004		12,013		12,026		12,044		12,106		12,147		12,181		12,242		12,282		12,344		21,651		―

				５年度計画分 ネンド ケイカク ブン		24,238		34,489												8		125		123		186		78		415		5,665		6,600

				累計額						-		-		-		-		-		8		133		256		443		520		935		6,600		―

				合計額 ゴウケイ ガク		48,450		58,701		381		11,623		9		13		18		70		166		157		248		117		476		14,972		28,251

		６年度 ネンド		５年度からの繰越分 ネンド クリコシ ブン		25,412		25,412		362		11,148		3		39		48		95		75		83		109		43		105		10,233		22,343

				累計額						362		11,511		11,513		11,552		11,601		11,695		11,770		11,853		11,962		12,005		12,109		22,343		―

				６年度計画分 ネンド ケイカク ブン		23,258		34,887		-		-		-		-		-		31		208		189		114		123		266		235		1,165

				累計額						-		-		-		-		-		31		239		428		542		665		931		1,165		―

				合計額 ゴウケイ ガク		48,670		60,299		362		11,148		3		39		48		126		283		271		223		166		371		10,468		23,508

		７年度 ネンド		６年度からの繰越分 ネンド クリコシ ブン		25,521		25,521		443		10,500		26		57																		11,026

				累計額						443		10,943		10,969		11,026		11,026		11,026		11,026		11,026		11,026		11,026		11,026		11,026		―

				７年度計画分 ネンド ケイカク ブン		22,699		22,699		-		-		-		-		-																-

				累計額						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		―

				合計額 ゴウケイ ガク		48,220		48,220		443		10,500		26		57		-		-		-		-		-		-		-		-		11,026









総務省資料

（注）１ 本計画（案）については、令和８年度の国の予算編成の動向等を踏まえ、地方財政の状況等について検討を加え、全体として所要の修正を行うこととしている。
 ２ 地方財源の不足に対処するための財源対策債については、「令和８年度地方財政収支の仮試算【概算要求時】」を踏まえ、所要額を計上している。
 ３ 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業、緊急防災・減災事業、緊急自然災害防止対策事業、脱炭素化推進事業及び退職手当債の取扱いについては、

予算編成過程で必要な検討を行う。
 ４ 国の予算等貸付金債の（ ）書は、災害援護資金貸付金などの国の予算等に基づく貸付金を財源とするものであって外書である。

（参考２）令和８年度地方債計画（案）
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（注）１ 本計画（案）については、令和８年度の国の予算編成の動向等を踏まえ、地方財政の状況等について検討を加え、全体として所要の修正を行うこととしている。
 ２ 市場公募資金については、借換債を含め6兆4,100億円(前年度同額）を見込んでいる。
 ３ 国の予算等貸付金債の（ ）書は、災害援護資金貸付金などの国の予算等に基づく貸付金を財源とするものであって外書である。

（参考３）令和８年度地方債計画（案）【資金別】 総務省資料
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（参考４）令和８年度地方財政収支の仮試算【概算要求時】 総務省資料
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１．地方債制度

２．地方公共団体向け財政融資の現状

３．令和８年度要求の概要

４．編成上の論点
上下水道の老朽化対策に資する事業への考え方について



４-１ 上下水道の老朽化の現状と課題①

○ 上下水道については、耐用年数を超えた管路の割合（経年化率）が年々上昇しており、老朽化が加速度
的に進行しているほか、耐震化の遅れも見られる。他方、必要な更新を進めるにあたっては、主に以下の課題が
存在している。

◆ 水道及び下水道管路の老朽化の現状

○ 上下水道事業に関わる職員がピーク時と比較して４割前後減少しているほか、小規模な事業体では職員数
が10数名以下での運営を余儀なくされている。

◆規模別の上下水道事業体数と平均職員数
対象人口 対象人口

（出典）国交省作成資料

（出典）国交省作成資料を財務省において一部改変
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下水道の経年化率
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水道の経年化率

※管路経年化率（％）＝耐用年数を超えた管路延長÷管路総延長×100
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４-１ 上下水道の老朽化の現状と課題②

◆ 上下水道 事業規模別の料金等の原価、単価及び料金等回収率の関係

〇 人口減少等による収入減少と維持管理・更新費の増大により、経営は厳しさを増すことが確実な中、
小規模な事業者ほど料金回収率や経費回収率が低く、原価を回収できていない傾向がみられるなど、更新の
ために必要な資金を十分確保できていない事業体も多い。

〇 こうした課題に対処するため、現在、関係省庁等において事業の広域化等（事業統合や経営の一体化、
施設の分散化・最適化等）に向けた様々な施策の検討が進められているところ。 19
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出典：「令和４年度地方公営企業年鑑」
（総務省）をもとに国土交通省が作成
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（総務省）をもとに国土交通省が作成

料金回収率
給水原価(資本費)
給水原価(維持管理費)
供給単価

154.7161.1
116.0

185.4

99.9

173.7

93.9

167.9

91.9

170.7

87.7

160.7

93.4

169.9

89.5

165.6
119.8

174.6

86.6

147.8

120.3

99.8
88.6 85.0 81.8 74.9 77.5 72.9

61.2

63.6

58.6%

85.9%
92.2% 93.8%

98.3% 98.9% 99.4% 101.9%
96.5% 98.4%

0.0

100.0

200.0

300.0

400.0

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

簡易水道

（117団体）

給水人口

1.5万人未満

（367団体）

給水人口

1.5万人以上

3万人未満

（252団体）

給水人口

3万人以上

5万人未満

（202団体）

給水人口

5万人以上

10万人未満

（190団体）

給水人口

10万人以上

15万人未満

（89団体）

給水人口

15万人以上

30万人未満

（74団体）

給水人口

30万人以上

（49団体）

都及び

指定都市

（20団体）

全国

供
給
単
価
・
給
水
原
価
（
 
円
/
m
3)

料
金
回
収
率
（
 
％
）

下水道事業の処理区域内人口規模別 経費回収率状況（使用料単価／ 汚水処理原価）
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４-２ 長期の財政融資資金の役割の拡大

○ 地方公共団体向け財政融資貸付の実績において20年を超える年限の貸付、特に30年超の年限の貸付
が拡大している。地方公共団体における年限の長い地方債（水道・下水道事業債等※）に対する需要は
上昇傾向にあり、長期の財政融資貸付の役割が拡大している。
※ 財政融資資金地方資金の貸付条件のうち、償還期限が３０年超の地方債は、「水道事業債」 「下水道事業債」 「交通事業債（都市高速鉄道事業）」

「港湾整備事業債（埠頭用地）」
※ 事業毎の計画額は資料８ページを参照
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４-３ 論点：上下水道の老朽化対策に資する事業への考え方について

「財政投融資を巡る課題と今後の在り方について」（平成26年６月 財政投融資分科会）

大規模な災害等への対応強化等の防災・減災に資する真に必要な施設整備等に積極的に対応し、公共施設の更新投資など新たな
資金需要についても柔軟な対応を検討することとし、これらについては、これまで規模を縮減してきた地方単独事業であっても、
融資の対象としていく。

 財政融資資金は、民間等資金を補完するものとの位置付けを前提として、地方公共団体が行う事業のうち、

① 国が責任を持って対応すべき分野（一般会計債の災害復旧等）に対して、引き続き積極的に対応していく。

② 更に、国の政策と密接な関係のある分野（国庫補助負担事業〔一般会計債の学校教育施設等、公営企業債の下水道等〕）
に対して、引き続き対応していく。

③ 他方、その他の分野（地方単独事業〔一般会計債の公共用地先行取得等、公営企業債の電気・ガス等〕等）については、国と
して関与する政策的必要性が低いことから、引き続き抑制していく。ただし、地方単独事業であっても、国が法令により実施
や方法を義務付けている事業等については対応を検討する。
その際、一般会計債については、地方財政計画を通じて、将来の国民全体に負担が及ぶこと（交付税による国の財政負担）を    

踏まえ、柔軟に対応する。

「財政投融資の在り方に関する議論の整理」（令和６年７月29日 財政投融資分科会）

地方公共団体に対する財務状況把握や地方公営企業に対する実地監査において、地方の課題解決を支援するコンサルティングに
注力していることは高く評価でき、こうした取組を効果的に展開していくために、財務局等の関係部署を含め、人材育成や知見の
蓄積・共有を一層進めていくことが期待される。

○ 償還期間の長い上下水道などのインフラ事業に対する財政融資資金の活用については、長期の事業計画
が立てやすくなるといった意義。関係省庁等における広域連携等に向けた取組を資金面からサポートすべく、
地域のインフラ老朽化対策・耐震化の加速化に資する事業に対し、例えば広域化等の経営基盤強化に取り
組む地方公共団体を積極的に支援すべきではないか。

  （注）例えば上下水道の広域化等に資する事業については、既に地方債同意等基準運用要綱において公的資金を優先的に配分しているところ。

○ 他方で償還年限の長期化に伴い、償還確実性の確認を継続して行う必要があり、財務局等による継続的
な実地監査や財務状況把握は引き続き重要。また財務局等においてこうした資金需要の相談に応じるに
あたり、各地域での広域化の検討状況や経営基盤強化への取組状況の把握等、地方公共団体と財務局等
とのコミュニケーションや課題解決支援も重要であることから、こうした取組を引き続き進めていくべきではないか。

21



（参考１）老朽化対策に係る政府方針等
「経済財政運営と改革の基本方針2025」（令和７年６月13日閣議決定）

第２章 賃上げを起点とした成長型経済の実現
４．国民の安心・安全の確保
 経済発展の基盤となる交通・通信・エネルギーなどライフラインの強靱化のため、フェーズフリーな仕組みの活用、上下水道
などのインフラ老朽化対策・耐震化の加速化、高規格道路の未整備区間の解消、港湾・空港の防災拠点化等の災害に強い交通
ネットワーク構築、無電柱化、大雪対策等を進める。

第３章 中長期的に持続可能な経済社会の実現
２．主要分野ごとの重要課題と取組方針
 埼玉県八潮市の道路陥没事故を踏まえ、進行するインフラ老朽化に対して、緊急性や経済的・社会的影響等を勘案し、優先順
位を明らかにして対策を進める。広域的・戦略的なインフラマネジメントの実施、新技術・データの活用、事業者間や官民の
連携促進により、予防保全型への本格転換や維持管理の高度化・効率化、地域の将来像を踏まえた集約・再編や公的ストック
の適正化を推進するとともに、老朽化対策の効果の見える化を進める。受益者負担や適切な維持管理の観点から、財源対策に
ついて検討を行う。

「第１次国土強靱化実施中期計画」（令和７年６月６日閣議決定）

第１章 基本的な考え方
高度経済成長期に整備されたインフラの老朽化が加速度的に進行する中、著しい劣化や損傷が「災害耐力の低下」をもたらし、

災害時に被害を拡大させることが懸念されている。令和７年１月に埼玉県八潮市で発生した道路陥没事故は、社会経済活動に
大きな影響をもたらしており、来るべき大規模災害に備える上でも対策は急務である。（中略）「インフラ長寿命化基本計画」
（平成 25 年 11 月インフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議）等に基づき、既に災害耐力の低下が顕在化しつつ
ある老朽インフラの修繕・更新を強力に推進し、予防保全型メンテナンスへの移行を図る。 

「インフラ長寿命化基本計画」（平成 25 年 11 月インフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議） 

 Ⅴ．必要施策の方向性
各インフラの管理者は、各施設の健全性や行動計画等の策定時点で果たしている役割、機能、利用状況、重要性等を踏まえ、

対策の優先順位の考え方を明確にした上で、行動計画や個別施設計画に基づき、必要な修繕・更新等を効率的かつ効果的に実施
する。 

その際、各施設の必要性自体についても再検討し、検討の結果、必要性が認められない施設については廃止や撤去を進めるほ
か、必要性が認められる施設にあっては、更新等の機会を捉え、社会経済情勢の変化に応じた用途変更や集約化なども含めて対
応を検討する。また、維持管理・更新等に当たり、兼用工作物や占用物件が存在する施設等については、工事内容や実施時期等
について事前に十分な調整を行うなど、効率的に実施する。 22



 経営戦略に基づく計画的かつ合理的な経営を行うことにより、 経営基
盤を強化し、財政マネジメントを向上

 中長期の人口減少の推計等を踏まえた、ストックマネジメントの成果や
将来需要予測を反映させながら、投資・財政計画を策定

 経営の広域化や人材確保等の取組についても必要な検討を行い、取
組方針を記載

 各公営企業において、施設の老朽化を踏まえた将来における所要の
更新費用の的確な反映等を盛り込み令和７年度までに改定を行う

○ 急激な人口減少等に伴い、サービス需要が大幅に減少するおそれ

○ 施設の老朽化に伴う更新需要の増大

○ 職員数が減少する中、人材の確保・育成が必要

○ 特に中小の公営企業では、現在の経営形態を前提とした経営改革の取組だけでは、将来にわたる住民サービス

を確保することが困難となることが懸念

公営企業の現状及びこれからの課題

事業廃止

投資・財政計画（基本10年以上）の策定

人材確保、
組織体制の整備

新技術、ＩＣＴの
活用

抜本的な改革の検討

経営の広域化等・
民間活用

相互に反映

 公営企業が行っている事業の意義、経営形態等を検証し、
今後の方向性について検討

更なる経営改革の推進

さらに厳しい経営環境

投資試算 財源試算

（計画期間内に収支ギャップを解消する）

①事業そのものの必要性・
 公営で行う必要性

②事業としての持続可能性

③経営形態
（事業規模・範囲・担い手）

民営化・民間譲渡

経営の広域化等 （※）

民間活用

公営企業の「見える化」

公営企業会計の適用拡大 経営比較分析表の作成・公表

 複式簿記による経理を行うことで、経営・資産の状況の「見える化」を推進
→ 将来にわたり持続可能なストックマネジメントの推進や、適切な原価計算に基づく料金水準の設定が可能
→ 経営の広域化等や民間活用といった抜本的な改革の取組にも寄与

 経営指標の経年分析や他の地方公共団体との比較を通じて、経営の現状及び課題を分析

※ 広域化等とは、事業統合をはじめ施設の共同化・管理の共同化などの広域的な連携、
下水道事業における最適化などを含む概念

経営戦略の策定・改定

資産管理
（老朽化状況
の把握等）

反映

公営企業における更なる経営改革の推進
総務省自治財政局

公営企業課（参考２）
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（参考３）広域化等に関する地方債の運用

令和７年度地方債同意等基準運用要綱

第一 協議等手続きに関する事項

二 対象事業に関する事項

（1）水道事業

ア～エ 略

オ 広域化に伴い必要となる施設等の整備費を対象とした水道事業債に係る資金については、公的資金を優先的に配分する
こと。

カ 水道管路耐震化事業費を対象とした水道事業債に係る資金については、公的資金を優先的に配分すること。

（9）下水道事業

ア～キ 略

ク 広域化・共同化に伴い必要となる施設等の整備費を対象とした下水道事業債に係る資金については、公的資金を優先的
に配分すること。
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（参考資料）



地方債の対象経費
地方債 国債

原則 地方財政法
（地方債の制限）
第五条 地方公共団体の歳出は、地方債以外の歳入をもつて、その
財源としなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、地方債
をもつてその財源とすることができる。

一 交通事業、ガス事業、水道事業その他地方公共団体の行う企業
（以下「公営企業」という。）に要する経費の財源とする場合

二 出資金及び貸付金の財源とする場合（出資又は貸付けを目的と
して土地又は物件を買収するために要する経費の財源とする場合を
含む。）

三 地方債の借換えのために要する経費の財源とする場合
四 災害応急事業費、災害復旧事業費及び災害救助事業費の

財源とする場合
五 学校その他の文教施設、保育所その他の厚生施設、消防施設、

道路、河川、港湾その他の土木施設等の公共施設又は公用施設
の建設事業費（公共的団体又は国若しくは地方公共団体が出資
している法人で政令で定めるものが設置する公共施設の建設事業に
係る負担又は助成に要する経費を含む。）及び公共用若しくは
公用に供する土地又はその代替地としてあらかじめ取得する土地
の購入費（当該土地に関する所有権以外の権利を取得するために
要する経費を含む。）の財源とする場合

財政法
第四条 国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入を以て、その財源と
しなければならない。但し、公共事業費、出資金及び貸付金の財源に
ついては、国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行し又は借入
金をなすことができる。

例外 地財法第５条に規定する経費以外の財源とする場合は、別途法的
措置が必要。
・臨時財政対策債（地方財政法第33条の5の2）

※地方一般財源の不足に対処するため、投資的経費以外の経費にも
充てられる地方財政法第5条の特例として発行される地方債。

・過疎対策事業債（過疎地域の持続的発展の支援に関する特別
措置法第14条）

等

建設国債を発行してもなお歳入が不足すると見込まれる場合に、公共
事業費等以外の歳出に充てる財源を調達することを目的として、特例
公債法等の特別の法律に基づき、特例国債（赤字国債）を発行。
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）

事前届出

・民間資金債
・特別転貸債
・国の予算等
貸付金債

【届出】

【協議】

【許可】

許可のある
地方債の発行

同意のある
地方債の発行

届出をした
地方債の発行

地方公共団体の
議会への報告

同意のない
地方債の発行

地 

方 

公 

共 

団 

体

総務大臣等の
同意のある場合

総務大臣等の
同意のない場合

同意のある地方債に対し、
・公的資金の充当
・元利償還金の地方財政計画への算入

許可のある地方債に対し、
・公的資金の充当
・元利償還金の地方財政計画への算入

総務大臣等の
許可のある場合

届出をした地方債のうち協議を受けたならば同意すると
認められるものに対し、
・元利償還金の地方財政計画への算入
・公的資金のうち、特別転貸債、国の予算等貸付金の充当

協議

協議

協議

同意

同意

同意

許可

許可申請

通知

・実質赤字がゼロ
・実質公債費比率が18%未満
・将来負担比率が400%未満

等の団体

・実質赤字が一定以上
・実質公債費比率が18%以上
・標準税率未満

等の団体

地方債起債手続きの概要
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地方債同意等基準（総務省告示）
総務大臣及び都道府県知事の地方債の同意・許可に当たっての基本方針を定めるもの。

• 地方債同意等基準の策定方針
• 地方債協議等のスケジュール
• 協議団体に係る同意基準（地方債を財源とする事業、償還年限の考え方、資金等）
• 事業区分ごとの対象事業
• 許可団体に係る許可基準
• 財政再生団体に係る許可基準

地方債同意等基準において示されている主な事項

地方債同意等基準運用要綱（総務副大臣通知）
同意等基準に基づく手続のうち協議等手続、早期協議等手続、法令及び同意等基準の解釈

等の技術的助言に関する一般的事項を規定しているもの。

地方債同意等基準（運用要綱）
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令和６年度における地方公共団体に対する実地監査の実施状況

○ 全国の財務局・財務事務所等の資金実地監査官等が、貸付先である地方公共団体に赴き、
①貸付資金の使用状況及び事業の成果、②地方公営企業の経営状況などを実地でチェック。

○ 財投分科会での提言を受けて以降、地方公共団体の課題解決に向けた取組を支援するため、
監査において把握した経営課題等に対するアドバイス機能の充実を図っている。

○ 令和６年度は、新型コロナウイルス感染症対応の状況を踏まえて見送っていた病院事業に対す
る監査を再開。

① 貸付資金の使用状況等監査
団体数 財政融資資金残高 監査実施団体数（割合） 監査先残高

2,294 402,007億円 163（7.1%） 30,339億円

区分 企業数 財政融資資金残高 監査実施企業数（割合） 監査先残高

上水道 1,197 30,366億円 66 （5.5%） 1,870億円
下水道 2,776 70,023億円 164 （5.9%） 6,044億円
病 院 563 15,670億円 18 （3.2%） 530億円
合 計 4,536 116,059億円 248 （5.5%） 8,444億円

【注】本表は、全地方公営企業7,927先（総務省「令和５年度地方公営企業年鑑」）のうち 、令和５年度末に財政融資貸付残高を有する上水道事
業及び下水道事業（公共下水道、特定環境保全公共下水道、農業集落排水施設）、病院事業について掲載

② 地方公営企業の経営状況監査

～～～ 令和６年度 実施状況 ～～～

令和7年6月25日
財政投融資分科会資料



（注） ４指標とは、行政キャッシュフロー計算書に基づきストック面を重視して算出した「債務償還可能年数」、「実質債務月収倍率」、
「積立金等月収倍率」及び「行政経常収支率」の４つの財務指標のことをいう。

その他の関連指標も
加え、財務状況を

モニタリング

行政キャッシュ
フロー計算書の

作成

地方公共団体
に対する

ヒアリング

総
務
省
か
ら
決
算
統
計

デ
ー
タ
等
を
入
手

結
果
概
要
（
診
断
表
）
の
交
付

オフサイト オンサイト

全地方公共団体に
ついて財務省で作成

４指標（注）に加え、
地方財政健全化法の

指標他、各種データを活用

財務の健全化に向けた
貸し手としてのアドバイス

選定

財務状況把握の流れ

○ 財務状況把握は、財政融資の償還確実性を確認する観点から、地方公共団体の財務状況(債務償還能
力と資金繰り状況)を把握するものであり、また、結果概要（診断表）の交付により、地方公共団体に対する
財務健全化に関するアドバイス(情報提供等)や財務状況悪化に対する事前警鐘の役割も担っている。
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令和６年度財務状況把握の結果の概要（市区町村）
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（注1）地方公共団体金融機構資金について、昭和57年度～平成20年度上期は公営企業金融公庫資金、平成20年度下期は地方公営企業等金融機構資金。
（注2）政府資金については、平成18年度までは財政融資資金の他に郵貯資金及び簡保資金を含む。
（注3）平成15年度及び平成18～20年度においては、地方債計画を改正していない。
（出典）各年度「地方債計画」

（財政融資資金＋郵貯・簡保資金＋機構資金）

公的資金比率
直近ピーク
74.1%（S60）

（政府資金比率）

財政融資資金比率
(政府資金比率)
直近ピーク
58.9%（H4）

R7
公的資金比率

42.6％

R7
地方債計画総額

9.1兆円

R7
市場公募資金比率

35.9％

R7
財政融資資金比率
（政府資金比率）

25.0％

R7
財政融資資金

2.3兆円
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令和7年度地方債計画資金区分（当初・通常収支分）①
（単位：億円）

項                 目 合 計
公 的 資 金 民 間 等 資 金

計
財 政

融 資

地方公共
団 体
金融機構

計
市 場

公 募

銀 行 等

引 受
一 一 般 会 計 債
１ 公 共 事 業 等 15,908 4,260 3,952 308 11,648 9,273 2,375 

２ 公 営 住 宅 建 設 事 業 1,100 489 366 123 611 475 136 

３ 災 害 復 旧 事 業 1,127 1,127 1,127 0 0 0 0 

４ 教 育 ・ 福 祉 施 設 等 整 備 事 業 5,723 3,390 2,916 474 2,333 1,461 872 

（1） 学 校 教 育 施 設 等 2,670 1,677 1,468 209 993 693 300 

（2） 社 会 福 祉 施 設 367 161 72 89 206 156 50 

（3） 一 般 廃 棄 物 処 理 1,603 1,287 1,111 176 316 153 163 

（4） 一 般 補 助 施 設 等 546 265 265 0 281 108 173 

（5） 施 設 （ 一 般 財 源 化 分 ） 537 0 0 0 537 351 186 

５ 一 般 単 独 事 業 26,625 7,085 926 6,159 19,540 11,661 7,879 

（1） 一 般 2,493 83 0 83 2,410 2,038 372 

（2） 地 域 活 性 化 690 85 0 85 605 448 157 

（3） 防 災 対 策 871 262 126 136 609 337 272 

（4） 地 方 道 路 等 3,221 248 0 248 2,973 2,830 143 

（5） 旧 合 併 特 例 2,500 332 0 332 2,168 26 2,142 

（6） 緊 急 防 災 ・ 減 災 5,000 2,000 0 2,000 3,000 1,950 1,050 

（7） 公 共 施 設 等 適 正 管 理 4,500 1,828 100 1,728 2,672 1,587 1,085 

（8） 緊 急 自 然 災 害 防 止 対 策 4,000 1,707 700 1,007 2,293 1,134 1,159 

（9） 緊 急 浚 渫 推 進 1,100 0 0 0 1,100 422 678 

（10） 脱 炭 素 化 推 進 900 360 0 360 540 374 166 

（11） こ ど も ・ 子 育 て 支 援 450 180 0 180 270 192 78 

（12） デ ジ タ ル 活 用 推 進 900 0 0 0 900 323 577 

６ 辺 地 及 び 過 疎 対 策 事 業 6,490 6,485 4,937 1,548 5 0 5 

（1） 辺 地 対 策 590 590 522 68 0 0 0 

（2） 過 疎 対 策 5,900 5,895 4,415 1,480 5 0 5 

７ 公 共 用 地 先 行 取 得 等 事 業 345 0 0 0 345 91 254 

８ 行 政 改 革 推 進 700 0 0 0 700 553 147 

９ 調 整 100 0 0 0 100 69 31 

計 58,118 22,836 14,224 8,612 35,282 23,583 11,699 
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令和7年度地方債計画資金区分（当初・通常収支分）②

（単位：億円）

項                 目 合 計

公 的 資 金 民 間 等 資 金

計
財 政

融 資

地方公共
団 体
金融機構

計
市 場

公 募

銀 行 等

引 受
二 公 営 企 業 債

１ 水 道 事 業 7,339 5,244 3,111 2,133 2,095 1,145 950 

２ 工 業 用 水 道 事 業 420 81 0 81 339 15 324 

３ 交 通 事 業 1,584 295 78 217 1,289 1,118 171 

４ 電 気 事 業 ・ ガ ス 事 業 260 49 0 49 211 50 161 

５ 港 湾 整 備 事 業 618 195 175 20 423 105 318 

６ 病 院 事 業 ・ 介 護 サ ー ビ ス 事 業 5,998 2,579 992 1,587 3,419 664 2,755 

７ 市 場 事 業 ・ と 畜 場 事 業 395 25 0 25 370 221 149 

８ 地 域 開 発 事 業 1,346 0 0 0 1,346 631 715 

９ 下 水 道 事 業 13,918 7,453 4,108 3,345 6,465 4,979 1,486 

10観 光 そ の 他 事 業 107 4 0 4 103 18 85 

計 31,985 15,925 8,464 7,461 16,060 8,946 7,114 

合                 計 90,103 38,761 22,688 16,073 51,342 32,529 18,813 

三 臨 時 財 政 対 策 債 0 0 0 0 0 0 0 

四 退 職 手 当 債 800 0 0 0 800 71 729 

総 計 90,903 38,761 22,688 16,073 52,142 32,600 19,542 
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地方債の事業別償還期限（令和7年度）

貸付対象事業 財政融資資金 地方公共団体
金融機構資金

固定 利率見直し 固定 利率見直し

一
般
会
計
債

公共事業等 25 25 25 25
防災・減災・国土強靱化緊急対策事業 25 25 - -
公営住宅建設事業 25 25 25 25
災害復旧事業 10 10 - -

教育・福祉施設等整備事業

学校教育施設等 25 25 25 25
社会福祉施設 25 25 25 25
一般廃棄物処理 30 30 30 30
一般補助施設等 25 25 - -

一般単独事業

防災対策 30 30 30 30
緊急防災・減災 - - 30 30
公共施設等適正管理 30 30 30 30
緊急自然災害防止対策 30 30 30 30

辺地及び過疎対策事業 辺地対策 10 30 30 40
過疎対策 12 30 30 40

公
営
企
業
債

水道事業 40 40 30 40
交通事業 40 40 30 40
港湾整備事業 40 40 30 40
病院・介護サービス事業 30 30 30 30
下水道事業 40 40 30 40

臨時財政対策債 - 20 - 30
（注１）当該事業のうち、もっとも長い償還期限について記載。
（注２）辺地・過疎対策事業のうち、 償還期限（利率見直し方式）が30年となるのは、診療施設（病院、診療所、職員宿舎）、飲用水供給施設、簡易水道施設及び

簡易水道施設であった水道施設、下水道施設、一般廃棄物処理施設。
（注３）過疎対策事業のうち、公共施設マネジメント特別分として同意等される事業の償還期限（固定金利方式）について、診療施設（病院、診療所、職員宿舎）、

簡易水道施設及び簡易水道施設であった水道施設、下水道施設、一般廃棄物処理施設については30年、義務教育諸学校及び高等学校施設については25年。
（注４）機構の臨時財政対策債の償還期限について、市町村（指定都市を除く）は20年。 36


